
    

 

黒石市中心市街地活性化協議会規約 

 

 （設置） 

第１条 黒石商工会議所及び津軽こみせ株式会社は、中心市街地の活性化に関する法律

（平成１０年法律第９２号。以下「法」という。）第１５条第１項の規定に基づき、共

同で中心市街地活性化協議会を設置する。 

 

 （名称） 

第２条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、黒石市中心市街地活性化協議会（以

下「協議会」という。）と称する。 

 

 （目的） 

第３条 協議会は法第９条第１項の規定により黒石市が作成する基本計画（以下「基本計

画」という。）並びに法第９条第１０項に規定する認定基本計画（以下「認定基本計画」

という。）及びその実施に関し必要な事項について協議し、黒石市中心市街地の活性化

に寄与することを目的とする。 

 

 （活動） 

第４条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。 

 （１）黒石市が作成する基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項

についての意見提出 

 （２）黒石市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整 

 （３）黒石市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換 

 （４）黒石市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施 

 （５）中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換 

 （６）中心市街地及び協議会活動に関する情報発信 

 （７）その他中心市街地の活性化に関すること 

 

 （協議会の構成員） 

第５条 協議会は、次の者をもって構成する。 

 （１）黒石商工会議所 

 （２）津軽こみせ株式会社 

 （３）黒石市 

 （４）法第１５条第４項第１号及び第２号に規定する者 

 （５）前各号に掲げる者のほか、協議会において特に必要があると認める者 

 

 （入会） 

第６条 構成員として入会しようとする者は、入会申込書により会長に申し込み、協議会

の承認を得なければならない。 



 

 

 （会費） 

第７条 協議会は、構成員から会費を徴収することができる。 

２ 会費の額、納入方法その他会費に関する事項は、会長が別に定める。 

 

 （退会） 

第８条 構成員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければ

ならない。 

２ 構成員が死亡し、又は解散したときは、協議会を退会したものとみなす。 

 

 （除名） 

第９条 構成員が次に該当するときは、協議会において委員の４分の３以上の同意によ

り、これを除名することができる。 

（１）協議会の名誉を毀損し、又は協議会の設立の趣旨に反する行為をしたとき 

（２）会費を１年以上納入しないとき 

２ 前項第１号の規定により構成員を除名しようとするときは、除名の議決を行う協議

会において、その構成員に弁明の機会を与えなければならない。 

 

 （委員） 

第１０条 協議会は、第５条に該当する委員をもって組織する。ただし、企業・団体等

にあっては、その構成員の指名する者を委員とする。 

２ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

３ 委員の任期中に変更が生じた場合、当該構成員の後任者が引き継ぐものとし、その

任期は前任者の残任期間とする。 

 

 （会長及び副会長） 

第１１条 協議会に会長、副会長を置く。 

２ 会長は第５条第１項（１）及び（２）の者の中から委員の互選により選出する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は２名とし、会長が指名する者をもって充てる。 

５ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

６ 会長及び副会長の任期並びに任期中の変更については、第１０条第２項及び第３項

を準用する。 

 

 （会議） 

第１２条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、委員の４分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集

しなければならない。 

３ 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事

項をあらかじめ委員に通知しなければならない。 



 

 

 （会議の運営） 

第１３条 会議は委員の２分の１以上の者が出席しなければ、開くことができない。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 会長は必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めること

ができる。 

５ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

 

（協議結果の尊重） 

第１４条 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果

を尊重しなければならない。 

 

（タウンマネージャー等） 

第１５条 協議会は、協議会における活動を円滑にするため、まちづくりについて専門

的知見を有するタウンマネージャー等を配置することができる。 

 

（事務局） 

第１６条 協議会の事務を処理するため、黒石商工会議所に事務局を置く。 

２ 事務局の運営に必要な事項は、黒石商工会議所が処理する。 

 

（会計年度） 

第１７条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（経費の負担） 

第１８条 協議会の運営に関する経費は、協議会の予算の定めるところにより、会費、

補助金、負担金及びその他の収入により負担するものとする。 

 

（監査） 

第１９条 協議会の出納を監査するため、会計監事を２名置く。 

２ 会計監事は、会長が推薦し、協議会の同意を得て選任する。 

３ 会計監事は、第１項に規定する監査を行ったときは、その結果を会長及び副会長並

びに各委員に報告しなければならない。 

４ 会計監事の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 前項に掲げる任期中に変更が生じた場合、その任期は前任者の残任期間とする。 

 

（解散の場合の措置） 

第２０条 協議会の議決に基づいて解散する場合は、委員の４分の３以上の同意を得な

ければならない。 

 



 

 

２ 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、

黒石商工会議所がこれを決算する。 

 

（公表） 

第２１条 協議会の公表は、黒石市の広報誌への掲載及び黒石市、黒石商工会議所、津

軽こみせ株式会社のホームページに掲示することによりこれを行う。 

 

（補則） 

第２２条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮

って定める。 

 

附 則 

１ この規約は、平成３０年１０月１７日から施行する。 

２ 協議会設立時の会長、副会長及び委員の任期は、第１０条第２項、第１１条第６

項、第１９条第４項の規定に関わらず、平成３２年３月３１日までとする。 

３ 第１２条第１項の規定にかかわらず、初めて開催される会議の招集は、協議会の設

立準備に係る者が行うものとする。 

４ 第１７条の定めにかかわらず、初年度の会計年度は、設立に要した費用の発生日か

ら平成３１年３月３１日までとする。 


